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i 内閣審議官（皇位継承式典事務局長）を解く ｜

i 内閣府事務次官併任内閣審議官(皇位継承式典事務局長） 山崎重孝I
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(4月1日付発令予定）
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内閣官房

内閣審議官（皇位継承式典事務局長）を解く

内閣府事務次官併任内閣審議官(皇位継承式典事務局長） 山崎重孝

(4月1日付発令予定）

I

Ｉ

●

／

～

」



略歴書

やまさきLげたか

山崎重孝

昭和34年12月12日生男

山口県

東京大学法学部(昭和58年03月）

出身地

最終学歴

国家上級甲(法律）採用試験
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自治省採用
自治省自治大学校教授
自治省財政局準公営企業室課長補佐
自治省行政局振興課課長補佐
自治省行政局行政課課長補佐
自治省行政局行政課理事官
北九州市財政局長
総務省自治行政局市町村課行政体制整備室長
総務省自治行政局合併推進課行政体制整備室長
総務省自治行政局合併推進課長
総務省自治財政局調整課長
総務省大臣官房付
（併）内閣官房内閣参事官（内閣総務官室）
内閣官房内閣参事官（内閣総務官室）
総務省自治財政局財政課財政企画官
（併）総務雀大臣官房参事官
総務省自治行政局地域自立応援課長
総務省自治税務局都道府県税課長
総務省自治行政局住民制度課長
総務省自治行政局行政課長
総務省大臣官房審議官（地方行政“個人番号制
当）
（併）内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補
内閣官房内閣審議官（内閣総務官室）
（命）内閣官房人事管理官
（命）内閣官房皇室典範改正準備室副室長
（併）内閣官房内閣人事局
内閣官房内閣総務官室内閣総務官
（併）内閣官房内閣人事局人事政策統括官
（命）内閣官房皇室典範改正準備室長
総務省自治行政局長
（併）復興庁付
（併）内閣官房内閣審議官（内閣総務官室）
（命）内閣官房皇室典範改正準備室参与（～31
内閣官房内閣審議官（内閣総務官室）
（命）皇位継承式典事務局長（～31年1月）
（併）内閣府大臣官房（～31年1月）
（命）皇位継承式典事務局長（～31年1月）
内閣府事務次官
（併）内閣官房内閣審議官（内閣総務官室）
（命）皇位継承式典事務局長

（命）皇室典範改正準備室参与

大臣官房審議官（地方行政“個人番号制度、地方公務員制度、選挙担

内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付）
房内閣審議官（内閣総務官室）
内閣官房人事管理官
内閣官房皇室典範改正準備室副室長
内閣官房内閣人事局
房内閣総務官室内閣総務官
内閣官房内閣人事局人事政策統括官
内閣官房皇室典範改正準備室長
自治行政局長
復興庁付
内閣官房内閣審議官（内閣総務官室）
内閣官房皇室典範改正準備室参与（～31年1月)
房内閣審議官（内閣総務官室）
皇位継承式典事務局長（～31年1月）
内閣府大臣官房（～31年1月）
皇位継承式典事務局長（～31年1月）
事務次官
内閣官房内閣審議官（内閣総務官室）
皇位継承式典事務局長

皇室典範改正準備室参与
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